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平成19年４月１日から国民年金・厚生年金保険老齢給
付諸裁定請求書に係る受給権者及び加給年金額対象者の
市町村長の生存証明は不要となりましたのでお知らせし
ます。

平
成
19
年
５
月
21
日
か
ら
、
離
婚
（
婚
姻

の
解
消
又
は
取
消
し
）
後
３
０
０
日
以
内

に
生
ま
れ
た
子
の
う
ち
、
離
婚
後
の
懐
胎

で
あ
る
こ
と
を
医
師
の
作
成
し
た
証
明
書

に
よ
り
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
次

の
と
お
り
出
生
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。


